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應
劭
『
風
俗
通
義
』
窮
通
篇
訳
注
稿
（
下
）

道

家

春

代

本
稿
は
、
後
漢
應
劭
『
風
俗
通
義
』
第
七
、
窮
通
篇
の
訳
注
で
あ
る
。

（
上
）
は
『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
二
十
五
輯
（
二
〇

一
三
年
十
二
月
）
に
掲
載
し
た
。
本
文
に
は
原
則
と
し
て
呉
樹
平
『
風

俗
通
義
校
釋
』（
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
を
用
い
、
王
利
器

『
風
俗
通
義
校
注
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
、
香
港
中
文
大
學
中

國
文
化
研
究
所
『
風
俗
通
義
逐
字
索
引
』（
香
港
・
商
務
印
書
館
、
一
九

九
六
年
）
、
『
風
俗
通
義
全
訳
』
（
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
、

及
び
季
嘉
玲
「
風
俗
通
義
校
注
」
（
『
臺
灣
師
範
大
學
研
究
所
集
刊
』
第

二
十
一
號
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
た
。
残
念
な
が
ら
朱
季
海
『
風

俗
通
義
校
箋
』
（
学
術
書
林
、
一
九
九
六
年
）
、
は
入
手
で
き
ず
、
見
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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韓
安
國(
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爲
梁
中
大
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，
坐
法
抵
罪
，
蒙(

３)

獄
吏
田
甲
辱
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安
國
。
安
國
曰
「
死
灰
獨
不
復
燃
乎
。
」
田
甲
曰
「
燃
則
溺
之
。
」
居
無

幾
，
梁
内
史
缺
，
孝
景
皇
帝
遣
使
者
卽
拜
安
國
爲
内
史(

４)

。
起
徒
中

爲
二
千
石
。
田
甲
亡
，
安
國
曰
「
甲
不
就
官
，
我
滅
乃
宗
。
」
甲
肉
袒
謝
。

安
國
笑
曰
「
公
等
可
與
治
乎(

５)

。」
卒
善
遇
之
。

〔
注
〕

(

１)

『
史
記
』
韓
長
孺
列
傳
「
御
史
大
夫
韓
安
國
者
，
梁
成
安
人
也
，
後
徙
睢
陽
。

…
事
梁
孝
王
爲
中
大
夫
。･

･
･

其
後
安
國
坐
法
抵
罪
，
蒙
獄
吏
田
甲
辱
安
國
。

安
國
曰
『
死
灰
獨
不
復
然
乎
。
』
田
甲
曰
『
然
卽
溺
之
。
』
居
無
何
，
梁
内
史
缺
，

漢
使
使
者
拜
安
國
爲
梁
内
史
。
起
徒
中
爲
二
千
石
。
田
甲
亡
走
。
安
國
曰
『
甲

不
就
官
，
我
滅
而
宗
。
』
甲
因
肉
袒
謝
。
安
國
笑
曰
『
可
溺
矣
。
公
等
足
與
治

乎
。』
卒
善
遇
之
。」
梁
孝
王
は
景
帝
の
同
母
弟
で
、
母
竇
太
后
の
寵
愛
を
後
ろ

盾
に
僭
上
の
振
舞
い
が
あ
り
、
帝
の
不
興
を
買
っ
た
。
韓
安
国
は
梁
の
使
者
と

し
て
朝
廷
に
赴
き
、
そ
れ
を
取
り
な
し
て
、
帝
と
太
后
の
信
任
を
得
た
。
安
国

が
復
帰
し
て
内
史
に
な
れ
た
の
は
太
后
の
口
添
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
孝

王
の
死
後
、
安
国
は
武
帝
建
元
六
年
（
前
一
三
五
）
、
御
史
大
夫
と
な
っ
た
。

護
軍
將
軍
と
し
て
衞
青
・
李
広
ら
と
と
も
に
匈
奴
と
戦
っ
た
が
作
戦
に
失
敗

し
、
そ
れ
を
恥
じ
て
病
に
か
か
り
、
元
朔
二
年
（
前
一
二
七
）
失
意
の
内
に
死

ん
だ
。

(

２)

『
漢
書
』
地
理
志
下
「
梁
國
，
故
秦
碭
郡
，
高
帝
五
年
爲
梁
國
。
莽
曰
陳
定
。

屬
豫
州
。･

･
･

縣
八
，･

･
･

蒙
，･

･
･

睢
陽
。」
百
官
公
卿
表
上
「
諸
侯
王
，
高
帝

初
置
，
金
璽
綠
綬
，
掌
治
其
國
。
有
太
傅
輔
王
，
内
史
治
國
民
，
中
尉
掌
武
職
，

丞
相
統
衆
官
，
羣
卿
大
夫
都
官
如
漢
朝
。」

(

３)

注(

２)

参
照
。

(

４)

『
後
漢
書
』
百
官
志
五
「
漢
初
立
諸
王
，
因
項
羽
所
立
諸
王
之
制
，
地
既
廣

大
，
且
至
千
里
。
又
其
官
職
傅
爲
太
傅
，
相
爲
丞
相
，
又
有
御
史
大
夫
及
諸
卿
，

皆
秩
二
千
石
，
百
官
皆
如
朝
廷
。
國
家
唯
爲
置
丞
相
，
其
御
史
大
夫
以
下
皆
自

置
之
。
至
景
帝
時
，
呉
、
楚
七
國
恃
其
國
大
，
遂
以
作
亂
，
幾
危
漢
室
。
及
其

誅
滅
，
景
帝
懲
之
，
遂
令
諸
王
不
得
治
民
，
令
内
史
主
治
民
，
改
丞
相
曰
相
，

省
御
史
大
夫
、
廷
尉
、
少
府
、
宗
正
、
博
士
官
。」

(

５)

『
史
記
』
索
隱
「
案
，
謂
不
足
與
繩
治
之
。
治
音
持
也
。」

〔
訳
〕

韓
安
国
は
梁
の
孝
王
の
中
大
夫
で
あ
っ
た
と
き
、
法
に
触
れ
て
罪
に

落
と
さ
れ
た
。
蒙
県
の
田
甲
と
い
う
獄
吏
が
安
国
を
侮
辱
し
た
。
安
国

は
「
燃
え
か
す
の
灰
だ
っ
て
ま
た
燃
え
出
さ
な
い
と
は
限
ら
な
い
ぞ
」

と
い
う
と
、
田
甲
は
「
燃
え
出
し
た
ら
小
便
を
か
け
て
消
し
て
や
る
さ
」

と
云
っ
た
。
そ
れ
か
ら
程
な
く
、
梁
国
の
内
史
に
欠
員
が
で
き
た
の
で
、

景
帝
は
使
者
を
派
遣
し
て
安
国
を
内
史
に
任
命
し
た
。
囚
人
か
ら
い
き

な
り
二
千
石
の
高
官
に
出
世
し
た
の
で
あ
る
。
田
甲
は
逃
亡
し
た
。
安
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国
が
「
田
甲
よ
、
職
に
も
ど
ら
な
け
れ
ば
、
お
ま
え
の
一
族
を
皆
殺
し

に
し
て
や
る
ぞ
」
と
呼
び
か
け
る
と
、
田
甲
は
出
頭
し
自
ら
笞
を
受
け

る
よ
う
肩
を
は
だ
け
て
謝
罪
し
た
。
安
国
は
笑
っ
て
「
君
た
ち
な
ど
処

罰
す
る
ま
で
も
な
い
」
と
云
っ
て
、
結
局
は
処
遇
を
よ
く
し
て
や
っ
た
。

８
（
李
廣
去
雲
中
太
守･

･
･

）

李
廣
去
雲
中
太
守(

１)

，
屛
居
藍
田
南
山
中(

２)

射
獵
。
常
夜
從
一

騎
出
，
飮
田
間
，
還
。
霸
陵
尉(

３)
呵
止
廣
。
廣
騎
曰
「
故
李
將
軍
。」

尉
曰
「
今
將
軍
尚
不
得
夜
行
，
何
故
也
。」
宿
亭
下
。
居
無
何
，
匈
奴
入

遼
西
，
大
爲
邊
害
。
於
是
孝
武
皇
帝
乃
召
廣
爲
北
平
太
守(

４)

。
廣
請

霸
陵
尉
與
倶
，
至
軍
斬
之
，
上
書
謝
罪
。
上
報
曰
「
將
軍
者
，
國
之
爪

牙
也
。
司
馬
法(

５)

曰
『
登
車
不
式(

６)

，
遭
喪
不
服
，
振
旅
撫
師
，

以
征
不
服
。
率
三
軍
之
心
，
同
戰
士
之
力
，
故
怒
形
則
千
里
竦(
７)

，

威
振
則
萬
物
伏
。
是
以
名
聲
暴
於
夷
貊
，
威
稜
憺
乎
鄰
國(

８)

。』
夫
報

忿
除
害
，
損
殘
去
殺
，
朕
之
所
圖
於
將
軍
也
。
若
乃
免
冠
徒
跣
，
稽
顙

請
罪
，
豈
稱
朕
之
指
哉(

９)

。」

〔
注
〕

(

１)

『
史
記
』
李
將
軍
列
傳
「
李
將
軍
廣
者
，
隴
西
成
紀
人
也
。･

･
･

廣
家
世
世

受
射
。
孝
文
帝
十
四
年
，
匈
奴
大
入
蕭
關
，
而
廣
以
良
家
子
從
軍
擊
胡
，
用
善

騎
射
，
殺
首
虜
多
，
爲
漢
中
郞
。
」
景
帝
の
時
、
上
郡
・
隴
西
・
北
地
・
鴈
門

・
代
郡
・
雲
中
太
守
を
歴
任
し
、
匈
奴
と
の
戦
い
で
名
を
揚
げ
る
。
武
帝
の
時
、

上
郡
太
守
の
ま
ま
未
央
衛
尉
と
な
っ
た
。
の
ち
馬
邑
城
に
単
于
を
誘
い
込
む
作

戦
を
立
て
た
と
き
、
李
広
は
護
軍
将
軍
韓
安
国
の
も
と
驍
騎
将
軍
と
し
て
作
戦

に
参
加
し
た
が
、
単
于
が
気
づ
き
軍
功
を
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
四
年
後
、

鴈
門
か
ら
出
て
匈
奴
を
撃
っ
た
が
破
ら
れ
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
。
な
ん
と
か
脱

出
し
た
も
の
の
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
、
斬
罪
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
が
、
金
で
罪

を
贖
い
庶
人
（
平
民
）
の
身
分
に
な
っ
た
。
霸
陵
亭
で
の
事
件
は
、
そ
の
民
間

に
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
、
『
史
記
』
李
將
軍
列
傳
、『
漢
書
』
李
廣
蘇
建
傳
と
も

に
載
せ
る
が
、『
史
記
』
に
は
武
帝
の
報
文
が
無
い
。

(

２)

下
文
（
謹
按
）
に
見
え
る
魏
其
侯
竇
嬰
も
一
時
藍
田
の
南
山
の
麓
に
引
き

こ
も
っ
た
。
『
史
記
』
魏
其
武
安
侯
列
傳
「
孝
景
七
年
，
栗
太
子
廢
，
魏
其
數

争
不
能
得
。
魏
其
謝
病
，
屛
居
藍
田
南
山
之
下
數
月
，
諸
賓
客
辯
士
説
之
，
莫

能
來
。」

(
３)

『
漢
書
』
地
理
志
上
「
京
兆
尹
，･

･
･

縣
十
二
，･

･
･

藍
田
，･

･
･

南
陵
，
文

帝
七
年
置
。
沂
水
出
藍
田
谷
，
北
至
霸
陵
入
霸
水
，
霸
水
亦
出
藍
田
谷
，
北
入

渭
。･

･
･

霸
陵
。
」
『
後
漢
書
』
百
官
志
五
「
縣･

･
･

丞
各
一
人
，
尉
大
縣
二
人
，

小
縣
一
人
。
本
注
曰
丞
署
文
書
，
典
知
倉
獄
。
尉
主
盗
賊
。
凡
有
賊
發
，
主
名
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不
立
，
則
推
索
行
尋
，
案
察
姦
宄
，
以
起
端
緒
。
」『
史
記
』『
漢
書
』
と
も
「
尉
」

の
下
に
「
醉
」
有
り
。

(

４)

『
漢
書
』
李
廣
蘇
建
傳
「
匈
奴
入
遼
西
，
殺
太
守
，
敗
韓
將
軍
。
韓
將
軍
後

徙
居
右
北
平
，
死
。
於
是
上
乃
召
拜
廣
爲
右
北
平
太
守
。」

(

５)

『
漢
書
』
藝
文
志
「
軍
禮
司
馬
法
百
五
十
五
篇
。
」

(

６)

『
漢
書
』
注
、
服
虔
曰
「
式
，
撫
車
之
式
以
禮
敬
人
也
。
式
者
，
車
前
横
木

也
，
字
或
作
軾
。」

(

７)

『
漢
書
』
注
、
師
古
曰
「
竦
，
驚
也
。」

(

８)

『
漢
書
』
注
、
李
奇
曰
「
神
靈
之
威
曰
稜
。
憺
猶
動
也
。
」
蘇
林
曰
「
陳
留

人
語
恐
言
憺
之
。」
師
古
曰
「
稜
音
來
登
反
。
憺
音
徒
濫
反
。」

(

９)

『
漢
書
』
注
、
師
古
曰
「
指
，
意
也
。」

〔
訳
〕

李
広
は
雲
中
太
守
を
罷
免
さ
れ
庶
人
の
身
分
に
降
と
さ
れ
る
と
、（
長

安
の
南
方
の
）
藍
田
の
南
山
の
中
で
隠
居
し
、
射
獵
を
し
て
過
ご
し
て

い
た
。
あ
る
夜
、
一
騎
を
従
え
て
山
か
ら
出
て
、
野
外
で
飲
酒
し
、
還

っ
た
。
途
中
、
霸
陵
県
の
尉
が
、
李
広
を
怒
鳴
り
つ
け
て
止
め
た
。
李

広
の
従
者
が
「
こ
ち
ら
は
元
将
軍
の
李
広
様
だ
ぞ
」
と
い
っ
た
が
、
尉

は
「
今
の
将
軍
様
だ
っ
て
夜
行
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
元
将
軍
な
ら
な

お
さ
ら
だ
」
と
止
め
て
亭
（
宿
場
の
役
所
）
内
に
泊
ま
ら
せ
た
。
そ
の

後
ま
も
な
く
匈
奴
が
遼
西
郡
に
侵
入
し
、
大
い
に
辺
境
で
暴
れ
て
損
害

を
与
え
た
。
そ
こ
で
孝
武
皇
帝
は
李
広
を
お
召
し
に
な
り
（
右
）
北
平

太
守
に
任
命
し
た
。
李
広
は
霸
陵
の
尉
を
同
行
さ
せ
る
よ
う
帝
に
請
い
、

尉
が
軍
に
到
着
す
る
と
斬
り
す
て
、
帝
に
上
書
し
て
謝
罪
し
た
。
帝
は

返
書
し
た
。
「
将
軍
は
国
家
の
爪
牙
で
あ
る
。
『
司
馬
法
』
に
い
う
、『
兵

車
に
乗
れ
ば
人
に
会
っ
て
も
式
（
車
の
横
木
に
手
を
か
け
て
す
る
お
辞

儀
）
を
せ
ず
、
肉
親
が
死
ん
で
も
喪
に
服
さ
ず
、
兵
を
整
え
軍
を
率
い
、

服
従
し
な
い
輩
を
征
伐
す
る
。
三
軍
を
心
を
合
わ
せ
率
い
、
戦
士
た
ち

の
力
を
併
せ
る
。
故
に
怒
り
を
表
せ
ば
千
里
の
遠
く
ま
で
が
身
を
す
く

ま
せ
、
威
力
を
振
る
わ
せ
ば
万
物
が
ひ
れ
伏
す
。
こ
う
し
て
こ
そ
名
声

が
夷
貊
（
え
び
す
）
に
ま
で
轟
き
、
神
の
如
き
威
厳
が
隣
国
を
懼
れ
さ

せ
る
』
と
。
そ
も
そ
も
忿
り
を
は
ら
し
害
を
除
き
、
残
虐
な
敵
を
除
く

こ
と
は
、
朕
が
将
軍
に
図
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
将
軍
が
冠
を
脱
い
で

跣
に
な
り
、
額
を
打
ち
付
け
て
罪
を
請
う
な
ど
、
朕
が
意
図
す
る
は
ず

が
な
い
。」

９
（
太
尉
沛
國
劉
矩
叔
方
爲
尚
書
令･

･
･

）

太
尉
沛
國
劉
矩
叔
方(

１)

爲
尚
書
令(

２)

，
失
將
軍
梁
冀(

３)

意
，
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遷
常
山
相(

４)

，
去
官
。
冀
妻(

５)

兄
孫
禮(

６)

爲
沛
相
，
矩
不
敢
還

鄕
里
，
訪
友
人
彭
城(

７)

環
玉
都
。
玉
都
素
敬
重
矩
，
欲
得
其
意
，
喜

於
見
歸
，
爲
除
處
所
，
意
氣(

８)

周
密
。
人
有
請
玉
都
者
，「
禍
至
無
日

(

９)

，
何
宜
爲
其
主
乎
。」
玉
都
因
事
遠
出
，
家
人
不
復
占
問(

)

，
暑

10

則
鬱
蒸
，
寒
則
凜
凍
，
且
饑
且
渴
，
如
此
一
年
。
矩
素
直
亮
，
衆
談
同

愁
。
冀
亦
舉
寤
，
轉
薄
爲
厚
，
上
補
從
事
中
郞(

)

，
復
爲
尚
書
令
，

11

五
卿
三
公
，
爲
國
光(

)

鎭
，
玉
都
慚
悔
自
絶
。

12

〔
注
〕

(

１)

『
後
漢
書
』
百
官
志
一
「
太
尉
，
公
一
人
。
本
注
曰
掌
四
方
兵
事
功
課
，
歳

盡
卽
奏
其
殿
最
而
行
賞
罰
。
凡
郊
祀
之
事
，
掌
亞
獻
。
大
喪
則
告
謚
南
郊
。
凡

國
有
大
造
大
疑
，
則
與
司
徒
、
司
空
通
而
論
之
。
國
有
過
事
，
則
與
二
公
通
諫

争
之
。
世
祖
卽
位
，
爲
大
司
馬
。
建
武
二
十
七
年
，
改
爲
太
尉
。
」

『
後
漢
書
』
循
吏
列
傳
「
劉
矩
字
叔
方
，
沛
國
蕭
人
也
。･

･
･

太
尉
胡
廣
舉
矩

賢
良
方
正
，
四
遷
爲
尚
書
令
。
矩
性
亮
直
，
不
能
諧
附
貴
埶
，
以
是
失
大
將
軍

梁
冀
意
，
出
爲
常
山
相
，
以
疾
去
官
。
時
冀
妻
兄
孫
祉
爲
沛
相
，
矩
懼
爲
所
害
，

不
敢
還
鄕
里
，
乃
投
彭
城
友
人
家
。
歳
餘
，
冀
意
少
悟
，
乃
止
。
補
從
事
中
郞
，

復
爲
尚
書
令
，
遷
宗
正
、
太
常
。
延
熹
四
年
，
代
黄
瓊
爲
太
尉
。
瓊
復
爲
司
空
，

矩
與
瓊
及
司
徒
种
暠
同
心
輔
政
，
號
爲
賢
相
。」
十
反
篇
に
見
え
る
。

『
後
漢
書
』
郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
沛
國
は
豫
州
に
属
す
。

(

２)

『
後
漢
書
』
百
官
志
三
「
尚
書
令
一
人
，
千
石
。
本
注
曰
承
秦
所
置
。
武

帝
用
宦
者
，
更
爲
中
書
謁
者
令
，
成
帝
用
士
人
，
復
故
。
掌
凡
選
署
及
奏
下
尚

書
曹
文
書
衆
事
。」

(

３)

順
帝
梁
皇
后
と
桓
帝
梁
皇
后
の
兄
。『
後
漢
書
』
梁
統
列
傳
「
（
梁
）
冀
字

伯
卓
。･

･
･

少
爲
貴
戚
，
逸
游
自
恣
。･

･
･

（
父
）
商
薨
未
及
葬
，
順
帝
乃
冀
爲

大
將
軍
，
弟
侍
中
不
疑
爲
河
南
尹
。
」
沖
帝
崩
御
後
，
冀
は
質
帝
を
立
て
た
が

年
少
の
質
帝
に
跋
扈
将
軍
と
呼
ば
れ
て
、
帝
を
憎
み
毒
殺
し
桓
帝
を
立
て
た
。

(

４)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
常
山
國
は
冀
州
に
属
す
。

百
官
志
五
「
皇
子
封
王
，
其
郡
爲
國
，
每
置
傅
一
人
，
相
一
人
，
皆
二
千
石
。

本
注
曰･

･
･

相
如
太
守
。
」

(

５)

梁
冀
の
妻
孫
壽
。
桓
帝
の
時
「
襄
陽
君
」
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
梁
冀
傳
に
「
壽

性
鉗
忌
，
能
制
御
冀
，
冀
甚
寵
憚
之
」
と
あ
る
。

(

６)

劉
矩
傳
は
「
孫
祉
」
。
注(

１)

参
照
。
孫
禮
の
名
は
『
後
漢
書
』
郞
顗
襄

楷
列
傳
に
見
え
る
が
、
同
一
人
か
は
不
明
。
「
同
県
孫
禮
者
，
積
惡
凶
暴
，
好

游
俠
，
與
其
同
里
人
常
慕
顗
名
德
，
欲
與
親
善
。
顗
不
顧
，
以
此
結
怨
，
遂
爲

禮
所
殺
。」

(

７)
郡
國
志
三
に
よ
れ
ば
、
彭
城
は
徐
州
に
属
す
。
沛
國
蕭
縣
の
東
に
隣
接
し

て
い
る
。

(

８)

呉
樹
平
は
「
意
氣
」
は
「
意
態
與
氣
概
」
で
、
「
人
を
接
待
す
る
と
き
の
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態
度
」
と
す
る
。
王
利
器
は
『
潛
夫
論
』
愛
日
篇
「
趨
府
庭
者
，
非
朝
晡
不
得

通
，
非
意
氣
不
得
見
」
に
対
す
る
汪
繼
培
箋
「
以
餽
獻
爲
意
氣
，
漢
、
晉
人
習

語
也
」
を
是
と
す
る
。
下
文
（

韓
演
の
条
）
に
「
意
氣
過
於
所
望
」
と
あ
る
。

11

(

９)

『
春
秋
左
氏
傳
』
宣
公
十
二
年
「
于
民
生
之
不
易
，
禍
至
之
無
日
，
戒
懼
之
，

不
可
以
怠
。」

(
)

『
方
言
』「
占
、
伺
，
視
也
。･

･
･

凡
相
候
謂
之
占
，
占
猶
瞻
也
。」

10

(
)

百
官
志
一
「
將
軍
，
不
常
置
。･

･
･

順
帝
卽
位
，
又
以
皇
后
父
、
兄
、
弟

11
相
繼
爲
大
將
軍
，
如
三
公
。･

･
･

從
事
中
郞
二
人
，
六
百
石
。
本
注
曰
職
參
謀

議
。」

(
)

『
易
』
觀
「
六
四
，
觀
國
之
光
，
利
用
賓
于
王
。
象
曰
觀
國
之
光
，
尚
賓
也
。
」

12〔
訳
〕

沛
国
の
人
、
太
尉
の
劉
矩
、
字
叔
方
が
尚
書
令
で
あ
っ
た
と
き
、
大

将
軍
梁
冀
の
不
興
を
買
い
、
常
山
国
の
相
に
左
遷
さ
れ
た
が
、
辞
任
し

た
。
そ
の
時
梁
冀
の
妻
の
兄
孫
礼
が
沛
国
の
相
で
あ
っ
た
の
で
、
郷
里

（
沛
国
蕭
県
）
に
帰
る
の
を
避
け
、（
蕭
県
の
）
隣
の
彭
城
郡
の
環
玉
都

を
訪
ね
た
。
玉
都
は
平
素
か
ら
劉
矩
を
尊
敬
し
て
い
て
、
彼
の
歓
心
を

買
い
た
か
っ
た
の
で
、
頼
ら
れ
る
の
を
喜
び
、
住
居
を
掃
除
し
て
、
か

い
が
い
し
く
衣
食
の
世
話
を
し
た
。
あ
る
人
が
玉
都
に
「
禍
い
が
す
ぐ

そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
ま
す
よ
。（
大
将
軍
に
睨
ま
れ
て
い
る
劉
矩
な
ぞ
を
）

客
人
と
し
て
世
話
を
し
て
い
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
忠
告
し
た
。
す

る
と
玉
都
は
用
事
に
か
こ
つ
け
て
遠
方
に
出
か
け
て
し
ま
い
、
玉
都
の

家
人
も
劉
矩
の
様
子
を
見
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
暑
い
と
き
に
は
蒸

さ
れ
る
よ
う
な
暑
さ
に
苦
し
み
、
寒
い
と
き
に
は
厳
し
い
凍
え
に
さ
ら

さ
れ
、
飢
え
渇
き
、
こ
の
よ
う
に
し
て
一
年
を
過
ご
し
た
。
劉
矩
は
も

と
も
と
率
直
で
誠
実
な
人
柄
だ
っ
た
の
で
、
同
行
し
て
い
た
門
人
諸
生

た
ち
と
語
り
合
い
愁
苦
を
共
に
し
た
。
梁
冀
は
そ
の
後
自
分
の
間
違
い

に
気
づ
き
、
劉
矩
へ
の
対
応
を
改
め
厚
遇
し
た
。
桓
帝
は
劉
矩
を
大
将

軍
の
従
事
中
郞
に
補
充
し
た
。
そ
の
後
尚
書
令
に
復
帰
し
、
五
卿
三
公

を
歴
任
し
、
国
光
（
盛
徳
に
輝
く
漢
）
の
重
鎮
と
な
っ
た
。
玉
都
は
恥

じ
て
後
悔
し
、
自
ら
劉
矩
と
の
交
際
を
絶
っ
た
。

（
司
徒
中
山
祝
恬
字
伯
休･

･
･

）

10司
徒
中
山
祝
恬
字
伯
休(

１)

，
公
車
徵(

２)

，
道
得
温
病
。
過
友
人

鄴
令
謝
著(

３)

，
著
拒
不
通
，
因
載
病
去
。
至
汲(

４)

，
積
六
七
日
，

止
客
舍
中
。
諸
生
曰
「
今
君
所
苦
沈
結
，
困
無
醫
師
。
聞
汲
令
好
事(

５)

，

欲
往
語
之
。
」
恬
曰
「
謝
著
，
我
舊
友
也
，
尚
不
相
見
視
。
汲
令
初
不
相

知
，
語
之
何
益
。
死
生
命
也
，
醫
藥
曷
爲
。」
諸
生
事
急
，
坐
相
守
，
吉
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凶
莫
見
，
收
舉
便
至
寺
門
口
白(

６)

。
時
令
汝
南
應
融
義
高(

７)

聞
之

驚
愕
，
卽
嚴(

８)

便
出
，
徑
詣
牀
蓐
，
手
自
抆
摸
，
對
之
垂
涕
，
曰
「
伯

休
不
世
英
才
，
當
爲
國
家
幹
輔
。
人
何
有
生
相
知
者
，
默
止
客
舍
，
不

爲
人
所
知
，
邂
逅
不
自
貞
哉(

９)

。
家
上
有
尊
老
，
下
有
弱
小
，
願
相

隨
倶
入
解
傳(

)

。」
伯
休
辭
讓
，
融
遂
不
聽
，
歸
取
衣
車(

)

，
厚
其

10

11

薦
蓐
，
躬
自
御
之
，
手
爲
丸
藥
，
口
嘗
饘
粥
，
身
自
分
熱
。
三
四
日
間
，

加
甚
劣
極
，
便
制
衣
棺
器
送
終
之
具
。
後
稍
加
損
，
又
謂
伯
休
，「
吉
凶

不
諱
，
憂
怖
交
心
，
間
粗
作
備
具
。
」
相
對
悲
喜
。
宿
止
傳
中
數
十
餘
日
，

伯
休
彊
健
，
入
舍
後
室
家
酣
宴
乃
別
。
伯
休
到
拜
侍
中(

)

，
尚
書
僕

12

射(
)

、
令
、
豫
章
太
守
、
大
將
軍
從
事
中
郞(
)

。
義
高
爲
廬
江
太

13

14

守
。
八
年
，
遭
母
喪(

)

，
停
柩
官
舍
，
章
百
餘
上
，
得
聽
行
服
。
未

15

闋
，
而
恬
拜
司
隷(

)

，
薦
融
自
代
，
歴
典
五
郡
，
名
冠
遠
近
。
著
去

16

鄴
，
浅
薄
流
聞
，
不
爲
公
府
所
取
。

〔
注
〕

(

１)

『
後
漢
書
』
百
官
志
一
「
司
徒
，
公
一
人
。
本
注
曰
掌
人
民
事
。
凡
教
民
孝

悌
、
遜
順
、
謙
儉
，
養
生
送
死
之
事
，
則
議
其
制
，
建
其
度
。
凡
四
方
民
事
功

課
，
歳
盡
則
奏
其
殿
最
而
行
賞
罰
。
凡
郊
祀
之
事
，
掌
省
牲
視
濯
，
大
喪
則
掌

奉
安
梓
宮
。
凡
國
有
大
疑
大
事
，
與
太
尉
同
。
世
祖
卽
位
，
爲
大
司
徒
。
建
武

二
十
七
年
，
去
大
。」

『
後
漢
書
』
孝
桓
帝
紀
「
（
延
熹
）
二
年
（
一
五
九
）
秋
七
月
，
丙
午
，
皇
后

梁
氏
崩
。
乙
丑
，
葬
懿
獻
皇
后
于
懿
陵
。
大
將
軍
梁
冀
謀
爲
亂
。
八
月
丁
丑
，

帝
御
前
殿
，
詔
司
隷
校
尉
張
彪
將
兵
圍
冀
第
，
收
大
將
軍
印
綬
，
冀
與
妻
皆
自

殺
。･･

･

太
尉
胡
廣
坐
免
。
司
徒
韓
縯
、
司
空
孫
朗
下
獄
。･

･
･

大
司
農
黄
瓊
爲

太
尉
，
光
祿
大
夫
中
山
祝
恬
爲
司
徒
，
大
鴻
臚
梁
國
盛
允
爲
司
空
。･

･
･

三
年

（
一
六
〇
）
六
月
辛
丑
，
司
徒
祝
恬
薨
。
」
『
後
漢
書
』
左
周
黄
列
傳
「
元
嘉
元

年
（
一
五
一
）
，
（
黄
瓊
）
遷
司
空
。
桓
帝
欲
襃
崇
大
將
軍
梁
冀
，
使
中
朝
二
千

石
以
上
會
議
其
禮
。
特
進
胡
廣
、
太
常
羊
溥
、
司
隷
校
尉
祝
恬
、
太
中
大
夫
邊

韶
等
，
咸
稱
冀
之
勳
德
，
其
制
度
賚
賞
，
以
宜
比
周
公
，
錫
之
山
川
、
土
田
、

附
庸
。」

『
後
漢
書
』
郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
中
山
國
は
冀
州
に
属
す
。

(

２)

皇
帝
が
公
車
を
差
し
む
け
て
招
聘
し
た
こ
と
を
い
う
。
百
官
志
二
「
公
車

司
馬
令
一
人
，
六
百
石
。
本
注
曰
掌
宮
南
闕
門
，
凡
吏
民
上
章
，
四
方
貢
獻
，

及
徵
詣
公
車
者
。」

(

３)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
、
鄴
縣
は
冀
州
魏
郡
に
属
す
。

(
４)

郡
國
志
一
に
よ
れ
ば
、
汲
縣
は
司
隷
河
内
郡
に
属
す
。

(

５)
『
高
士
傳
』「
向
長･

･
･

貧
無
資
食
，
好
事
者
更
饋
焉
。」

(

６)

『
春
秋
左
氏
傳
』
隱
公
七
年
「
初
戎
朝
于
周
，
發
幣
于
公
卿
，
凡
伯
弗
賓
。
」

杜
注
「
朝
而
發
幣
於
公
卿
，
如
今
計
獻
詣
公
府
卿
寺
。」
正
義
「
風
俗
通
曰･

･
･
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寺
司
也
。
庭
有
法
度
，
令
官
所
止
皆
曰
寺
。」

(

７)
應
融
、『
後
漢
書
』
に
名
無
し
。

(

８)

呉
樹
平
、
「
嚴
」
は
衣
装
で
、
明
帝
の
諱
「
莊
」
を
避
け
て
「
嚴
」
に
し

た
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

(

９)

趙
泓
は
「
邂
逅
」
を
「
意
外
、
万
一
」
と
し
、『
後
漢
書
』
杜
根
列
傳
「
周

旋
民
閒
，
非
絶
迹
之
處
，
邂
逅
發
露
，
禍
及
知
親
，
故
不
爲
也
」
を
引
く
。
ま

た
「
貞
」
は
「
卜
問
。
此
謂
料
想
」
と
い
う
。
趙
に
従
う
。

(
)

『
論
衡
』
感
虛
「
星
之
在
天
也
，
爲
日
月
舍
，
猶
地
有
郵
亭
，
爲
長
吏
廨
也
。
」

10
『
文
選
』
范
玄
龍
「
贈
張
徐
州
稷
詩
」
李
善
注
「
風
俗
通
曰
諸
侯
及
使
者
有
傳

信
，
乃
得
舍
於
傳
耳
。
今
刺
史
行
部
車
號
傳
車
，
從
事
督
郵
。」

(
)

『
説
文
解
字
』
車
部
「
輜
、
輧
，
衣
車
也
。
」
段
注
「
五
字
依
定
九
年
左
傳

11正
義
所
引
。
衣
車
、
謂
有
衣
蔽
之
車
。
」

(
)

百
官
志
三
「
侍
中
，
比
二
千
石
。
本
注
曰
無
員
。
掌
侍
左
右
，
贊
導
衆
事
，

12
顧
問
應
對
。」

(
)

百
官
志
三
「
尚
書
僕
射
一
人
，
六
百
石
。
本
注
曰
署
尚
書
事
，
令
不
在
則

13
奏
下
衆
事
。」

(
)

９
劉
矩
の
条
注(

)

参
照
。

14

11

(
)

呉
樹
平
と
趙
泓
は
、「
義
高
爲
廬
江
太
守
，
八
年
，
遭
母
喪
」
と
、「
八
年
」

15
を
上
句
に
つ
な
ぎ
、
應
融
の
母
の
喪
と
解
釈
す
る
が
、
太
守
の
任
期
が
八
年
以

上
に
渉
る
の
は
長
す
ぎ
る
の
で
、
文
を
区
切
り
、
祝
恬
が
上
京
し
て
か
ら
八
年

後
、
恬
の
母
が
死
去
し
た
、
と
読
む
。
下
文
「
未
闋
，
而
恬
拜
司
隷
，
薦
融
自

代
」
と
の
つ
な
が
り
も
よ
い
。
王
利
器
の
解
釈
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
爲

廬
江
太
守
」
の
下
で
文
を
区
切
っ
て
い
る
。

(
)

百
官
志
四
「
司
隷
校
尉
一
人
，
比
二
千
石
。
本
注
曰
孝
武
帝
初
置
，
持
節
，

16
掌
察
舉
百
官
以
下
，
及
京
師
近
郡
犯
法
者
。
元
帝
去
節
，
成
帝
省
，
建
武
中
復

置
，
幷
領
一
州
。
」
注
補
「
蔡
質
漢
儀
曰
司
隷
詣
臺
廷
議
，
處
九
卿
上
，
朝
賀

處
公
卿
下
陪
卿
上
。
初
除
，
謁
大
將
軍
、
三
公
，
通
謁
持
板
揖
。
公
儀
、
朝
賀

無
敬
。
臺
召
入
宮
對
。
見
尚
書
持
板
，
朝
賀
揖
。
」
祝
恬
は
元
嘉
元
年
に
司
隷

校
尉
だ
っ
た
。
注(

１)

参
照
。

〔
訳
〕

中
山
国
の
人
、
司
徒
の
祝
恬
字
伯
休
は
、
皇
帝
の
お
召
し
を
受
け
、

迎
え
の
公
車
に
乗
っ
て
都
に
向
か
う
途
中
熱
病
に
罹
っ
た
。
友
人
の
謝

著
が
途
上
に
あ
る
鄴
県
の
令
だ
っ
た
の
で
立
ち
寄
ろ
う
と
し
た
が
、
謝

著
は
拒
ん
で
会
お
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
病
気
の
ま
ま
車
に
の

っ
て
鄴
を
去
っ
た
。
河
内
郡
の
汲
県
ま
で
く
る
と
、
動
け
な
く
な
り
六
、

七
日
も
民
間
の
宿
屋
に
留
ま
っ
て
い
た
。
祝
恬
の
門
生
た
ち
は
、「
今
先

生
は
重
病
に
苦
し
み
、
看
て
く
れ
る
医
者
も
お
り
ま
せ
ん
。
聞
く
と
こ

ろ
に
よ
る
と
汲
県
の
令
は
困
窮
し
て
い
る
も
の
に
手
を
さ
し
の
べ
る
人
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物
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
訪
ね
て
い
っ
て
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
い
っ
た
が
、
祝
恬
は
「
謝
著
は
我
が
旧
友
で
あ
る
の
に
会
っ
て

も
く
れ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
汲
県
の
令
は
見
ず
知
ら
ず
。
頼
み
に
い
っ

て
も
何
の
益
が
あ
ろ
う
か
。
死
生
は
天
命
だ
、
医
薬
な
ん
ぞ
何
に
な
ろ

う
」
と
云
っ
た
。
門
生
た
ち
は
、
事
態
が
切
迫
し
て
い
て
、
何
も
せ
ず

見
守
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
吉
凶
も
分
か
ら
な
い
の
で
、
皆
で
す
ぐ
汲

県
の
役
所
の
門
に
駆
け
つ
け
事
情
を
訴
え
た
。
時
の
県
令
、
汝
南
郡
の

応
融
字
義
高
は
そ
れ
を
聞
く
と
驚
愕
し
、
す
ぐ
さ
ま
衣
装
を
整
え
て
出

て
き
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
祝
恬
の
枕
元
に
駆
け
つ
け
、
自
ら
の
手
で
祝
恬

を
さ
す
っ
て
、
涙
を
流
し
な
が
ら
云
っ
た
。「
伯
休
殿
は
不
世
出
の
英
才
、

国
家
を
背
負
う
べ
き
お
方
で
す
。（
私
の
こ
と
を
見
ず
知
ら
ず
、
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
）
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
り
合
い
の
も
の
は
お
り
ま

せ
ん
。
黙
っ
て
宿
屋
に
止
ま
っ
て
お
ら
れ
た
ら
、
知
り
合
い
に
な
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。
万
が
一
の
こ
と
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
さ
い
ま
す
か
。

家
に
は
老
人
や
子
ど
も
が
お
り
ま
す
ゆ
え
、
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
私
も
お
供
し
ま
す
の
で
公
館
に
入
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」
伯
休
は
辞
退
し
た
が
応
融
は
聞
き
入

れ
ず
、
幌
で
蔽
っ
た
車
を
取
り
に
戻
り
、
寝
具
を
十
分
に
整
え
て
祝
恬

を
載
せ
、
自
ら
車
を
御
し
た
。
そ
し
て
手
ず
か
ら
丸
薬
を
作
り
、
口
移

し
で
粥
を
食
べ
さ
せ
、
自
分
の
身
で
恬
の
体
を
温
め
た
。
三
、
四
日
間

は
病
状
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
の
で
、
急
ぎ
死
装
束
や
柩
、
葬
具
を
用
意

し
た
。
そ
の
後
だ
ん
だ
ん
と
快
復
し
た
。
応
融
は
又
伯
休
に
云
っ
た
、「
縁

起
で
も
な
い
こ
と
を
正
直
に
申
し
ま
す
と
、
も
う
こ
れ
ま
で
か
と
い
う

恐
れ
が
心
に
わ
い
て
き
ま
し
て
、
内
々
で
あ
ら
か
た
葬
具
を
準
備
し
た

の
で
す
よ
。
」
二
人
は
向
か
い
合
っ
て
泣
い
た
り
喜
ん
だ
り
し
た
。
公
館

に
数
十
日
泊
ま
っ
て
い
る
と
、
伯
休
は
す
っ
か
り
健
康
に
な
っ
た
。
応

融
は
公
舎
の
後
ろ
に
あ
る
自
宅
に
伯
休
を
招
い
て
宴
を
開
き
も
て
な
し

て
か
ら
別
れ
た
。
伯
休
は
都
に
到
る
と
侍
中
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
尚

書
僕
射
・
尚
書
令
・
豫
章
太
守
・
大
将
軍
従
事
中
郞
を
歴
任
し
た
。
応

融
は
廬
江
太
守
と
な
っ
た
。
（
祝
恬
が
上
京
し
て
）
八
年
後
、
母
親
が
亡

く
な
っ
た
。
祝
恬
は
母
の
柩
を
官
舍
に
置
き
、
百
条
余
り
の
上
書
を
奉

っ
た
と
こ
ろ
、
在
官
の
ま
ま
喪
に
服
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
そ
の
喪

が
明
け
な
い
う
ち
に
司
隷
校
尉
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
応
融
を
自
分
の

代
わ
り
に
推
薦
し
た
。
応
融
は
五
郡
の
太
守
を
歴
任
し
、
そ
の
名
声
は

遠
近
に
鳴
り
響
い
た
。
謝
著
は
鄴
の
県
令
を
や
め
た
あ
と
、
祝
恬
に
対

す
る
冷
た
い
仕
打
ち
が
世
間
に
広
ま
り
、
ど
の
公
府
に
も
招
聘
さ
れ
な

か
っ
た
。
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（
司
徒
潁
川
韓
演
伯
南
爲
丹
陽
太
守･

･
･

）

11
司
徒
潁
川
韓
演
伯
南(

１)

爲
丹
陽
太
守(

２)

，
坐
從
兄
季
朝
爲
南
陽

太
守(

３)

刺
探
尚
書(

４)

。
演
法
車(

５)

徵
，
以
非
身
中
贓
舋
，
道
路

聽
其
從
容
。
至
蕭(
６)
，
蕭
令
呉
斌
，
演
同
歳
也
。
未
至
，
謂
其
賓
從
，

「
到
蕭
乃
一
相
勞
。」
而
斌
内
之
狴
犴(

７)

，
堅
其
鐶
挺(

８)

，
躬
將
兵

馬
，
送
之
出
境
。
從
事(

９)
汝
南
閻
符
迎
之
於
杼
秋(

)

，
相
得
，
令

10

止
傳
舍(

)

，
解
其
桎
梏
，
入
與
相
見
，
爲
致
餚
畢
，
曰
「
明
府
所
在

11

流
稱
，
今
以
公
徵
，
往
便
原
除
，
不
宜
深
入
以
介
意
。」
意
氣(

)

過
於

12

所
望
，
到
亦
遇
赦
。
其
間
無
幾
，
演
爲
沛
相
，
斌
去
官
。
及
臨
中
台(

)

，

13

首
辟
符
焉
。

〔
注
〕

(

１)

「
司
徒
」
は

祝
恬
の
条
注(

１)

を
参
照
。
十
反
篇
は
「
演
」
を
「
縯
」
に

10

作
る
。

『
後
漢
書
』
袁
張
韓
周
列
傳
「
（
韓
）
棱
孫
演
，
順
帝
時
爲
丹
陽
太
守
，
政
有

能
名
。
桓
帝
時
爲
司
徒
。
大
將
軍
梁
冀
被
誅
，
演
坐
阿
黨
抵
罪
，
以
減
死
論
，

遣
歸
本
郡
。
後
復
徴
拜
司
隷
校
尉
。
」「
過
譽
篇
」
に
韓
稜
の
こ
と
が
見
え
る
。

孝
桓
帝
紀
「
永
壽
元
年
（
一
五
五
）
六
月
，
司
空
房
植
免
，
太
常
韓
縯
爲
司
空
。

…
三
年
（
一
五
七
）
冬
十
一
月
，
司
徒
尹
頌
薨
，
…
司
空
韓
縯
爲
司
徒
。
…
延

熹
二
年
（
一
五
九
）
秋
七
月
…
大
將
軍
梁
冀
謀
爲
亂
。
…
太
尉
胡
廣
坐
免
。
司

徒
韓
縯
，
司
空
孫
朗
下
獄
。」

(

２)

『
後
漢
書
』
郡
國
志
四
に
よ
れ
ば
、
丹
陽
郡
は
揚
州
に
属
す
。

(

３)

『
後
漢
書
』
孝
順
孝
沖
孝
質
帝
紀
「
永
憙
元
年
（
一
四
五
）
冬
十
一
月
己
丑
，

南
陽
太
守
韓
昭
坐
贓
下
獄
死
。
」
李
賢
注
「
東
觀
記
曰
強
賦
一
億
五
千
萬
，
檻

車
徵
下
獄
。
」
王
利
器
は
「
昭
」
と
「
季
朝
」
は
「
其
名
字
義
相
應
」
と
い
う
。

(

４)

『
周
禮
』
秋
官
「
士
師
之
職
，･

･
･

掌
士
之
八
成
，
一
曰
邦
汋
。
」
鄭
司
農
云

「
國
汋
者
，
斟
酌
盗
取
國
家
密
事
，
若
今
時
刺
探
尚
書
事
。」
賈
公
彦
疏
「
『
若

今
刺
探
尚
書
事
』
者
，
漢
時
尚
書
掌
機
密
，
有
刺
探
尚
書
密
事
，
斟
酌
私
知
，

故
舉
受
爲
況
也
。
」
こ
こ
で
は
「
刺
探
尚
書
」
の
罪
と
い
い
、
下
文
で
は
「
非

身
中
贓
舋
」
と
い
う
。
王
利
器
は
『
後
漢
書
』
に
「
韓
昭
坐
贓
下
獄
死
」
と
あ

る
の
と
合
わ
せ
て
、
こ
こ
の
部
分
に
脱
誤
が
あ
る
の
で
は
、
と
疑
う
。
こ
れ
に

従
う
。

(

５)

呉
樹
平
、
王
利
器
と
も
に
注
無
し
。
趙
泓
は
「
囚
車
」
と
訳
す
。

(

６)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
、
蕭
縣
は
豫
州
沛
國
に
属
す
。

(
７)

「
狴
犴
」
は
牢
獄
。
『
太
平
御
覽
』
刑
法
部
徒
「
風
俗
通
曰
徒
不
上
墓
。

説
新
遭
刑
罪
原
解
者
，
不
可
以
上
墓
祠
祀
，
令
人
死
亡
。
謹
案･

･
･

今
遭
刑
者
，

髠
首
剔
髮
，
身
被
加
笞
，
新
出
狴
犴
，
臭
穢
不
潔
。
」

(

８)

孫
詒
讓
『
札
迻
』「
案
『
挺
』
疑
當
作
『
楗
』
。
説
文
木
部
『
楗
，
距
門
也
。
』
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『
堅
其
鐶
楗
』，
謂
置
獄
中
，
防
閑
嚴
密
也
。」

(

９)

『
後
漢
書
』
百
官
志
五
「
每
州
刺
史
一
人
，･

･
･

皆
有
從
事
史
、
假
佐
。
」

(
)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
、
杼
秋
縣
は
沛
國
に
属
す
。

10

(
)

祝
恬
の
条
注(

)

参
照
。

11

10

10
(

)

９
劉
矩
の
条
注(
８)
参
照
。

12

(
)

中
台
は
星
座
台
宿
の
中
の
星
の
名
、
司
徒
の
こ
と
。
三
公
は
天
上
で
は
台

13
宿
（
三
台
）
に
当
た
る
。

〔
訳
〕

潁
川
郡
の
人
、
司
徒
の
韓
演
字
伯
南
が
丹
陽
太
守
で
あ
っ
た
と
き
、

従
兄
の
南
陽
太
守
韓
季
朝
が
（
収
賄
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
、
捜
査
状
況

を
探
る
た
め
）
尚
書
の
機
密
を
探
る
と
い
う
罪
を
犯
し
、
韓
演
も
そ
れ

に
連
座
し
た
。
韓
演
は
朝
廷
か
ら
護
送
車
が
差
し
む
け
ら
れ
た
が
、
自

分
自
身
が
収
賄
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
道
中
拘
束
さ

れ
ず
自
由
に
し
て
い
た
。
ま
た
（
豫
州
沛
国
の
）
蕭
県
ま
で
い
け
ば
、

県
令
の
呉
斌
は
韓
演
と
同
期
だ
っ
た
の
で
、
韓
演
は
着
く
前
に
自
分
の

門
生
賓
客
た
ち
に
「
蕭
県
に
つ
け
ば
呉
斌
が
き
っ
と
労
っ
て
く
れ
る
だ

ろ
う
」
と
い
っ
て
い
た
。
し
か
し
呉
斌
は
、
彼
を
牢
獄
に
収
容
し
、
厳

重
に
鍵
を
か
け
、
自
ら
兵
馬
を
指
揮
し
て
県
境
ま
で
護
送
し
た
。
豫
州

の
従
事
で
、
汝
南
の
人
閻
符
が
韓
演
を
（
沛
国
の
）
杼
秋
県
に
出
迎
え

た
。
閻
符
は
彼
を
公
館
に
迎
え
入
れ
、
手
足
の
枷
を
外
さ
せ
た
。
閻
符

は
公
舎
に
入
り
面
会
す
る
と
食
事
を
ふ
る
ま
い
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
「
太

守
様
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
称
賛
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
ご
公
儀
か
ら
お
召

し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ご
到
着
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
お
赦
し
が
で
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
深
く
気
に
病
ま
れ
な
い
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」

と
云
っ
た
。
そ
し
て
思
い
も
よ
ら
な
い
手
厚
い
世
話
を
し
て
く
れ
た
。

都
に
到
着
す
る
と
や
は
り
赦
免
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
韓
演

は
沛
国
の
相
に
な
っ
た
。
呉
斌
は
蕭
県
の
県
令
を
辞
し
た
。
そ
の
後
韓

演
は
、
中
台
（
司
徒
）
ま
で
上
る
と
、
先
ず
最
初
に
閻
符
を
司
徒
府
に

招
聘
し
た
。

（
太
傅
汝
南
陳
蕃
仲
舉
去
光
祿
勳･

･
･

）

12
太
傅
汝
南
陳
蕃
仲
舉(

１)

去
光
祿
勳(

２)

，
還
到
臨
潁
巨
陵
亭(

３)

，

從
者
擊
亭
卒
數
下
，
亭
長(

４)

閉
門
，
收
其
諸
生
人
客
，
皆
厭
毒
痛
。

欲
復
收
蕃
，
蕃
曰
「
我
故
大
臣
，
有
罪
，
州
郡
尚
當
先
請
。
今
約
勑
兒

客
無
素(

５)

，
幸
皆
坐
之
，
何
謂
乃
欲
相
及
。
」
相
守
數
時
，
會
行
亭
掾

至
，
困
乃
得
免
。
時
令
范
伯
弟
亦
卽
殺
其
亭
長
。

蕃
本
召
陵(

６)

，
父
梁
父
令(

７)

，
別
仕
平
輿(

８)

，
其
祖
河
東
太
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守(
９)
，
冢
在
召
陵
。
歳
時
往
祠
，
以
先
人
所
出
，
重
難
解
亭(

)

，

10

止
諸
冢
舍
。
時
令
劉
子
興
亦
本
凡
庸
，
不
肯
出
候
，
股
肱
争
之
，
爾
乃

會
其
冢
上
。
蕃
持
板
迎
之(

)

，
長
跪
。
令
徐
乃
下
車
，
卽
坐
，
不
命

11

去
板
，
辭
意
又
不
謙
恪
，
蕃
深
忿
之
。
令
去
，
顧
謂
賓
客
，「
平
輿
老
夫
，

何
欲
召
陵
令
哉
。
不
但
爲
諸
家(

)

故
耶
。
而
爲
小
竪
子
所
慢
。
孔
子

12

曰
『
假
我
數
年
乎(

)

。
』
」
其
明
年
，
桓
帝
赫
然
誅
五
侯
、
鄧
氏(

)

，

13

14

海
内
望
風
草
偃(

)

。
子
輿
以
贓
疾
見
彈
，
埋
於
當
世
矣
。
蕃
起
於
家

15

爲
尚
書
僕
射(

)

、
太
中
大
夫(

)
、
太
尉(

)

。

16

17

18

〔
注
〕

(

１)

『
後
漢
書
』
百
官
志
一
「
太
傅
，
上
公
一
人
。
本
注
曰
掌
以
善
導
，
無
常
職
。

世
祖
以
卓
茂
爲
太
傅
，
薨
，
因
省
。
其
後
每
帝
初
卽
位
，
輒
置
太
傅
錄
尚
書
事
，

薨
，
輒
省
。
」
劉
昭
注
補
「
案
，
靈
帝
之
初
，
以
陳
蕃
爲
太
傅
，
蕃
誅
，
以
胡

廣
代
，
始
不
止
一
人
也
。
」

『
後
漢
書
』
郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
汝
南
郡
は
豫
州
に
属
す
。

『
後
漢
書
』
陳
王
列
傳
「
陳
蕃
字
仲
舉
，
汝
南
平
輿
人
也
。
祖
河
東
太
守
。･

･

･

太
尉
李
固
表
薦
，
徵
拜
議
郞
，
再
遷
爲
樂
安
太
守
。･･

･

遷
大
鴻
臚
。
會
白
馬

令
李
雲
抗
疏
諫
，
桓
帝
怒
，
當
伏
誅
。
蕃
上
書
救
雲
，
坐
免
歸
田
里
。
復
徵
拜

議
郞
，
數
日
遷
光
祿
勳
。･

･
･

自
蕃
爲
光
祿
勳
，
與
五
官
中
郞
將
黄
琬
共
典
選

舉
，
不
偏
權
富
，
而
爲
埶
家
郞
所
譖
訴
，
坐
免
歸
。
頃
之
，
徵
爲
尚
書
僕
射
，

轉
太
中
大
夫
。
八
年
（
一
六
五
）
，
代
楊
秉
爲
太
尉
。･･

･

永
康
元
年
（
一
六
七
）
，

帝
崩
。
竇
后
臨
朝
，
詔
曰
『･

･
･

前
太
尉
陳
蕃
，
忠
清
直
亮
。
其
以
蕃
爲
太
傅
，

錄
尚
書
事
。
」
『
後
漢
書
』
孝
桓
帝
紀
「
（
延
熹
）
三
年
（
一
六
〇
）
閏
月
，
白

馬
令
李
雲
坐
直
諫
，
下
獄
死
。･

･
･

八
年
（
一
六
五
）
秋
七
月
，
太
中
大
夫
陳

蕃
爲
太
尉
。･

･
･

九
年
（
一
六
六
）
秋
七
月
，
太
尉
陳
蕃
免
。」
孝
靈
帝
紀
「
建

寧
元
年
春
正
月
，･

･
･

庚
子
，
卽
皇
帝
位
，
年
十
二
。
改
元
建
寧
。
以
前
太
尉

陳
蕃
爲
太
傅
。･

･
･

九
月
辛
亥
，
中
常
侍
曹
節
矯
詔
誅
太
傅
陳
蕃
、
大
將
軍
竇

武
及
尚
書
令
尹
勳
、
侍
中
劉
瑜
、
屯
騎
校
尉
馮
述
，
皆
夷
三
族
。
」

(

２)

百
官
志
二
「
光
祿
勳
，
卿
一
人
，
中
二
千
石
。
本
注
曰
掌
宿
衞
宮
殿
門
戸
，

典
謁
署
更
直
執
戟
，
宿
衞
門
戸
，
考
其
德
行
而
進
退
之
。
郊
祀
之
事
，
掌
三
獻
。
」

(

３)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
、
臨
潁
縣
は
豫
州
潁
川
郡
に
属
す
。
東
南
に
汝
南
郡

に
接
す
る
。
『
水
經
注
』
「
潩
水
，･

･
･

『
春
秋
左
氏
傳
』
莊
公
十
四
年
，
鄭
厲

公
獲
傅
瑕
于
大
陵
。
』
京
相
璠
曰
，
潁
川
臨
潁
縣
東
北
二
十
五
里
，
有
故
巨
陵

亭
，
古
大
陵
也
。」

(

４)

百
官
志
五
「
亭
有
亭
長
，
以
禁
盗
賊
。
本
注
曰
亭
長
，
主
求
捕
盗
賊
，
承

望
都
尉
。」

(

５)
『
後
漢
書
』
周
黄
徐
姜
申
屠
列
傳
「
（
徐
穉
）
子
胤
字
季
登
，
篤
行
孝
悌
，

亦
隱
居
不
仕
。･･

･

漢
末
寇
賊
從
横
，
皆
敬
胤
禮
行
，
轉
相
約
勑
，
不
犯
其
閭
。
」

『
漢
書
』
蒯
伍
江
息
夫
傳｢

後
（
江
）
充
從
上
甘
泉
，
逢
太
子
家
使
乘
車
馬
行
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馳
道
中
，
充
以
屬
吏
。
太
子
聞
之
，
使
人
謝
充
曰
『
非
愛
車
馬
，
誠
不
欲
令
上

聞
之
，
以
教
勑
亡
素
者
。
唯
江
君
寛
之
。
』
」
師
古
曰
「
言
素
不
教
勑
左
右
。
」

(

６)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
、
召
陵
縣
は
汝
南
郡
に
属
す
。
西
に
潁
川
郡
に
隣
接

す
る
。

(

７)

郡
國
志
三
に
よ
れ
ば
、
梁
父
は
侯
國
で
兗
州
泰
山
郡
に
属
す
。

(

８)

郡
國
志
二
に
よ
れ
ば
、
平
輿
縣
は
汝
南
郡
に
属
す
。
召
陵
縣
の
東
南
約
六

十
キ
ロ
に
あ
る
。

(

９)

注(

１)

参
照
。
郡
國
志
一
に
よ
れ
ば
、
河
東
郡
は
司
隷
に
属
す
。

(
)

祝
恬
の
条
注(

)

参
照
。

10

10

10

(
)

『
後
漢
書
』
黨
錮
列
傳
「
（
范
滂
）
遷
光
祿
勳
主
事
。
時
陳
蕃
爲
光
祿
勳
，

11滂
執
公
儀
詣
蕃
，
蕃
不
止
之
，
滂
懷
恨
，
投
版
弃
官
而
去
。
郭
林
宗
聞
而
讓
蕃
。
」

李
賢
注
「
版
，
笏
也
。
」『
太
平
御
覽
』
職
官
令
史
「
漢
官
儀
曰
令
史
見
僕
射
、

尚
書
執
板
拜
，
見
丞
、
郞
執
板
揖
。」

(
)

呉
樹
平
、
王
利
器
と
も
に
盧
文
弨
『
拾
補
』「
疑
諸
冢
」
を
引
く
。
呉
は
「
祠

12
冢
」
と
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う
。

(
)

『
論
語
』
述
而
「
子
曰
『
加
我
數
年
，
五
十
以
學
易
，
可
以
無
大
過
矣
。
』」

13

(
)

孝
桓
帝
紀
「
（
延
熹
）
八
年
（
一
六
五
）
二
月･

･
･

癸
亥
，
皇
后
鄧
氏
廢
。

14
河
南
尹
鄧
萬
世
、
虎
賁
中
郞
將
鄧
會
下
獄
死
。
」
李
賢
注
「
鄧
后
之
叔
父
、
鄧

后
之
兄
子
。」
五
侯
は
、
鄧
后
の
親
族
で
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
五
人
の
こ
と
。

(
)

『
論
語
』
顔
淵
「
孔
子
對
曰
『･

･
･

君
子
之
德
風
，
小
人
之
德
草
，
草
上
之

15
風
必
偃
。
』」

(
)

祝
恬
の
条
注(

)

参
照
。

16

10

13

(
)

百
官
志
二
「
光
祿
大
夫
，
比
二
千
石
。
本
注
曰
無
員
。
凡
大
夫
、
議
郞

17
皆
掌
顧
問
應
對
，
無
常
事
，
唯
詔
令
所
使
。･

･
･

太
中
大
夫
，
千
石
。
本
注
曰

無
員
。」

(
)

９
劉
矩
の
条
注(

１)

参
照
。

18〔
訳
〕

汝
南
の
人
、
太
傅
の
陳
仲
舉
が
（
権
勢
家
に
媚
び
な
い
た
め
讒
言
を

受
け
）
光
祿
勳
を
免
職
に
な
り
家
に
帰
る
途
中
、（
豫
州
潁
川
郡
）
臨
潁

県
の
巨
陵
亭
ま
で
来
た
。
従
者
が
亭
卒
を
数
回
打
ち
据
え
た
た
め
、
亭

長
は
亭
の
門
を
閉
め
、
彼
の
門
生
賓
客
た
ち
を
捕
ま
え
、
嫌
と
云
う
ほ

ど
痛
い
目
に
あ
わ
せ
た
。
さ
ら
に
陳
蕃
を
も
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
の
で
、

陳
蕃
は
「
私
は
元
大
臣
だ
。
私
に
罪
が
あ
る
な
ら
、
州
や
郡
が
先
ず
先

に
同
行
を
請
う
べ
き
だ
。
今
、
門
生
客
分
ら
に
対
す
る
私
の
平
素
の
教

育
が
ゆ
き
届
か
ず
粗
暴
な
行
い
を
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
か
彼
ら
を
お

取
り
調
べ
願
い
た
い
。
し
か
し
ど
う
し
て
私
ま
で
連
坐
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
か
」
と
い
い
、
し
ば
し
の
間
睨
み
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、

県
の
属
官
が
亭
の
巡
視
に
来
た
の
で
、
難
局
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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時
の
県
令
范
伯
弟
も
や
は
り
（
亭
長
に
非
が
あ
る
と
し
て
）
す
ぐ
さ
ま

亭
長
を
殺
し
た
。

陳
蕃
は
元
々
汝
南
郡
召
陵
県
の
人
で
、
父
は
泰
山
郡
の
梁
父
の
県
令

で
あ
っ
た
が
、
別
に
汝
南
郡
平
輿
県
に
出
仕
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

祖
父
は
河
東
太
守
を
勤
め
、
そ
の
墓
は
召
陵
に
あ
っ
た
。
年
ご
と
の
墓

参
り
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、（
当
時
は
無
官
だ
っ
た
の
で
）
先
祖
の

出
身
地
だ
か
ら
と
い
っ
て
召
陵
県
の
公
館
や
亭
を
わ
ず
ら
わ
せ
る
こ
と

を
避
け
、
墓
守
用
の
家
に
泊
ま
る
こ
と
に
し
た
。
時
の
平
輿
の
県
令
劉

子
興
も
も
と
も
と
凡
庸
な
人
で
、（
無
官
の
陳
蕃
を
）
迎
え
出
て
挨
拶
し

よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
側
近
の
部
下
た
ち
が
行
く
よ
う
に
説
得
し
、

や
っ
と
墓
の
そ
ば
で
面
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陳
蕃
は
恭
し
く
笏
を

手
に
迎
え
出
て
ひ
ざ
ま
ず
い
た
。
県
令
は
ゆ
っ
く
り
と
車
を
降
り
、
す

ぐ
に
座
っ
て
し
ま
い
、
笏
を
納
め
る
よ
う
に
い
わ
ず
、
言
葉
も
謙
虚
で

は
な
く
敬
意
が
な
か
っ
た
の
で
、
陳
蕃
は
深
く
恨
ん
だ
。
県
令
が
去
っ

た
あ
と
、
陳
蕃
は
賓
客
ら
の
方
を
向
い
て
云
っ
た
、
「
私
の
よ
う
な
無
官

の
平
輿
の
老
人
が
、
な
ん
で
召
陵
の
県
令
を
招
き
た
い
も
の
か
。
た
だ

ご
先
祖
の
た
め
に
面
会
を
受
け
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
あ
ん

な
小
僧
に
侮
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
孔
子
は
『
私
に
数
年
の
時
間
が
あ
た

え
ら
れ
た
ら
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
で
は
な
い
か
。（
今
私
は
無
官
の
身
だ

が
、
数
年
後
に
は
復
活
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
を
見
て
お
れ
よ
）
。
」
そ

の
翌
年
、
桓
帝
は
鄧
后
を
廃
し
、
威
勢
を
振
る
っ
た
鄧
氏
一
族
の
五
侯

を
果
断
に
誅
殺
す
る
と
、
天
下
は
風
向
き
が
変
わ
り
草
が
伏
す
よ
う
に

一
変
し
た
。
（
陳
蕃
を
侮
辱
し
た
）
劉
子
輿
は
汚
職
を
糾
弾
さ
れ
、
当
世

に
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
陳
蕃
は
在
宅
の
身
か
ら
一
気
に
取
り
立
て

ら
れ
、
尚
書
僕
射
・
太
中
大
夫
・
太
尉
を
歴
任
し
た
。

（
謹
按･

･
･

）

13謹
按
，
尚
書
曰
「
人
惟
求
舊(

１)

。」
詩
云
「
雖
有
兄
弟
，
不
如
友
生

(

２)

。
」『
論
語
』
「
久
要
不
忘
平
生
之
言(

３)

。」
周
禮
九
兩
，
「
友
以
任

得
民(

４)

。
」
是
以
隋
會
圖
其
身
而
不
遺
其
友(

５)

，
鮑
叔
度
其
德
而
固

推
管
子(

６)

。
厥
後
陵
遲
，
彌
已
凋
翫
，
伐
木
有
鳥
鳴
之
刺(

７)

，
谷

風
有
棄
予
之
怨(

８)

。
陳
餘
、
張
耳
携
手
遯
秦
，
友
猶
父
子
。
及
據
國

争
權
，
還
爲
豺
虎(

９)

。
自
漢
所
稱
，
王
、
貢
彈
冠(

)

，
蕭
、
朱
結

10

綬
，
博
、
育
復
隙
其
終
，
始
以
交
爲
難(

)

，
況
容
悦(

)

偶
合
而
能

11

12

申
固(

)

其
好
者
哉
。
故
長
平
之
吏
移
於
冠
軍(

)

，
魏
其
之
客
移
於

13

14

武
安(

)

。
鄭
當
、
汲
黯
亦
旋
復
然(

)

。
翟
公
疾
之
，
乃
書
其
門
，「
一

15

16

死
一
生
，
乃
知
交
情
。
一
貴
一
賤
，
交
情
乃
見(

)

。」
自
古
患
焉
，
非

17
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直
今
也
。
韓
信
寵
秩
，
出
跨
下
之
人
，
斯
難
能
也
。
安
國
不
念
舊
惡(

)

，

18

合
禮
中
平
。
李
廣
因
威
歸
忿
，
非
義
之
理
。
宣
尼(

)

曁
陳
，
皆
降
而

19

復
升
，
兼
濟
天
下
。
唯
虞
卿
逼
於
彊
秦
，
獨
善
其
身(

)

，
纘
述
篇
籍
，

20

垂
訓
後
昆
。
昔
子
夏
心
戰
則
癯
，
道
勝
如
肥(

)

，
何
必
高
位
豐
爵
以

21

爲
融
懿(

)

也
。

22

〔
注
〕

(

１)

『
尚
書
』
盤
庚
上
「
遲
任
有
言
曰
『
人
惟
求
舊
，
器
非
求
舊
，
惟
新
。
』」
孔

傳
「
遲
任
，
古
賢
。
言
人
貴
舊
，
器
貴
新
，
汝
不
徙
，
是
不
貴
舊
。」

(

２)

『
詩
經
』
小
雅
常
棣
「
喪
亂
既
平
，
既
安
且
寧
。
雖
有
兄
弟
，
不
如
友
生
。
」

(

３)

『
論
語
』
憲
問
「
見
利
思
義
，
見
危
授
命
，
久
要
不
忘
平
生
之
言
，
亦
可
以

成
人
矣
。」
集
解
「
孔
曰
久
要
，
舊
約
也
。
平
生
，
猶
少
時
。」

(

４)

『
周
禮
』
天
官
冢
宰
「
大
宰
之
職
，･･

･

以
九
兩
繫
邦
國
之
民
。･･

･

八
曰
友
，

以
任
得
民
。」
鄭
注
「
兩
猶
耦
也
，
所
以
恊
耦
萬
民
。
繫
，
聯
綴
也
。･

･
･

友
謂

同
井
相
合
耦
耡
作
者
。
孟
子
曰
『
鄕
田
同
井
，
出
入
相
友
，
守
望
相
助
，
疾
病

相
扶
持
，
則
百
姓
親
睦
。
』
」

(

５)

隋
會
は
晋
の
范
武
子
，
士
会
、
季
会
と
も
謂
う
。
隋
は
隨
の
省
略
。
晋
の

五
君
（
文
公
、
襄
公
、
霊
公
、
成
公
、
景
公
）
に
仕
え
た
。
文
公
の
死
後
、
先

蔑
と
と
も
に
使
者
と
し
て
秦
に
趣
き
、
公
子
雍
の
帰
国
を
求
め
た
。
し
か
し
結

局
晋
は
公
子
雍
を
迎
え
入
れ
ず
、
襄
公
を
立
て
た
た
め
、
先
蔑
は
秦
に
逃
げ
、

士
会
も
行
動
を
と
も
に
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
士
会
は
先
蔑
と
会
わ
な
か
っ
た

（
『
春
秋
左
氏
傳
』
文
公
六
、
七
年
）
。
そ
の
ま
ま
秦
に
任
用
さ
れ
た
が
晋
に
呼

び
戻
さ
れ
た
（
文
公
十
三
年
）
。
霊
公
の
暴
虐
な
振
る
舞
い
を
諫
め
た
が
聞
き

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
（
宣
公
二
年
）
。
晋
が
楚
に
攻
め
ら
れ
た
鄭
を
救
援
す
る

た
め
派
兵
し
た
時
、
士
会
も
参
加
し
た
が
、
楚
と
の
戦
い
を
避
け
撤
退
す
る
主

張
を
し
た
。
結
局
楚
と
戦
っ
て
晋
は
敗
戦
し
た
が
、
士
会
は
自
分
の
軍
を
守
っ

た
（
宣
公
十
二
年
、
邲
の
役
）
。
景
公
に
よ
っ
て
周
王
室
内
の
調
停
に
派
遣
さ

れ
、
定
王
の
饗
應
を
享
け
て
礼
を
知
り
、
帰
国
後
典
礼
を
研
究
し
、
晋
国
の
法

を
定
め
た
（
宣
公
十
六
年
）
。
こ
こ
の
文
に
あ
た
る
事
を
、
王
利
器
と
趙
泓
は

『
春
秋
左
氏
傳
』
宣
公
十
二
年
に
詳
し
い
、
と
い
う
が
、
そ
れ
ら
し
い
事
柄
は

な
い
。
呉
樹
平
は
文
公
七
年
の
こ
と
と
す
る
も
、
や
は
り
直
合
し
な
い
。
強
い

て
い
え
ば
、
先
蔑
と
と
も
に
秦
に
亡
命
し
た
こ
と
を
指
す
か
。

(

６)

『
史
記
』
管
晏
列
傳
「
管
仲
夷
吾
者
，
潁
上
人
也
。
少
時
常
與
鮑
叔
牙
游
，

鮑
叔
知
其
賢
。
管
仲
貧
困
，
常
欺
鮑
叔
，
鮑
叔
終
善
遇
之
，
不
以
爲
言
。
已
而

鮑
叔
事
齊
公
子
小
白
，
管
仲
事
公
子
糾
。
及
小
白
立
，
爲
桓
公
，
公
子
糾
死
，

管
仲
囚
焉
。
鮑
叔
遂
進
管
仲
。
管
仲
既
用
，
任
政
於
齊
，
齊
桓
公
以
霸
，
九
合

諸
侯
，
一
匡
天
下
，
管
仲
之
謀
也
。
」
齊
太
公
世
家
「
桓
公
之
立
，
發
兵
攻
魯
，

心
欲
殺
管
仲
。
鮑
叔
牙
曰
『
臣
幸
得
從
君
，
君
竟
以
立
。
君
之
尊
，
臣
無
以
增

君
。
君
將
治
齊
，
卽
高
傒
與
叔
牙
足
也
。
君
且
欲
霸
王
，
非
管
夷
吾
不
可
。
夷



- 64 -

吾
所
居
國
國
重
，
不
可
失
也
。』
於
是
桓
公
從
之
。」

(

７)

『
詩
經
』
小
雅
伐
木
「
伐
木
丁
丁
，
鳥
鳴
嚶
嚶
。
出
自
幽
谷
，
遷
于
喬
木
。

嚶
其
鳴
矣
、
求
其
友
聲
。
相
彼
鳥
矣
、
猶
求
友
聲
。
矧
伊
人
矣
，
不
求
友
生
。

神
之
聽
之
，
終
和
且
平
。
」
毛
序
「
伐
木
，
燕
朋
友
故
舊
也
。
自
天
子
至
于
庶

人
，
未
有
不
須
友
以
成
者
。
親
親
以
睦
，
友
賢
不
棄
，
不
遺
故
舊
，
則
民
德
歸

厚
矣
。」

(

８)

小
雅
谷
風
「
習
習
谷
風
，
維
風
及
雨
。
將
恐
將
懼
，
維
予
與
女
。
將
安
將

樂
，
女
轉
棄
予
。」
毛
傳
「
言
朋
友
趨
利
，
窮
達
相
棄
。」

蔡
邕
「
正
交
論
」
「
古
之
交
者
，
其
義
敦
以
正
，
其
誓
信
以
固
。
逮
之
周
德
始

衰
，
頌
聲
既
寢
，
伐
木
有
鳥
鳴
之
刺
，
谷
風
有
棄
予
之
怨
，
其
所
由
來
，
政
之

缺
也
。」

(

９)

『
史
記
』
張
耳
陳
餘
列
傳
「
張
耳
者
，
大
梁
人
也
。･

･
･

陳
餘
者
，
亦
大
梁

人
也
。･

･
･

餘
年
少
，
父
事
張
耳
，
兩
人
相
與
爲
刎
頸
交
。･･

･

秦
滅
魏
數
歳
，

已
聞
此
兩
人
魏
之
名
士
也
，
購
求
有
得
張
耳
千
金
，
陳
餘
五
百
金
。
張
耳
、
陳

餘
乃
變
名
姓
，
倶
之
陳
，
爲
里
監
門
以
自
食
。･

･
･

章
邯
引
兵
至
邯
鄲
，
皆
徙

其
民
河
内
，
夷
其
城
郭
。
張
耳
與
趙
王
歇
走
入
鉅
鹿
城
，
王
離
圍
之
。
陳
餘
北

收
常
山
兵
，
得
數
萬
人
，
軍
鉅
鹿
北
。･

･
･

王
離
兵
食
多
，
急
攻
鉅
鹿
。
鉅
鹿

城
中
食
盡
兵
少
，
張
耳
數
使
人
召
前
陳
餘
，
陳
餘
自
度
兵
少
，
不
敵
秦
，
不
敢

前
。
數
月
，
張
耳
大
怒
，
怨
陳
餘
。･

･
･

項
羽
悉
引
兵
渡
河
，
遂
破
章
邯
。
章

邯
引
兵
解
，
諸
侯
軍
乃
敢
擊
圍
鉅
鹿
秦
軍
，
遂
虜
王
離
。
渉
閒
自
殺
。
卒
存
鉅

鹿
者
，
楚
力
也
。
於
是
趙
王
歇
、
張
耳
乃
得
出
鉅
鹿
，
謝
諸
侯
。
張
耳
與
陳
餘

相
見
，
責
讓
陳
餘
以
不
肯
救
趙
，
及
問
張
黶
、
陳
澤
所
在
。
陳
餘
怒
，･

･
･

乃

脱
解
印
綬
，
推
予
張
耳
。･･

･

張
耳
遂
收
其
兵
。･･

･

由
此
陳
餘
、
張
耳
遂
有
郤
。

･
･
･

項
羽･

･
･

分
趙
立
張
耳
爲
常
山
王
。･

･
･

張
耳
之
國
，
陳
餘
愈
益
怒
，･

･
･

因

悉
三
縣
兵
襲
常
山
王
張
耳
。
張
耳
敗
走
，･

･
･

走
漢
。･･

･

陳
餘
已
敗
張
耳
，
皆

復
收
趙
地
，
迎
趙
王
於
代
，
復
爲
趙
王
。
趙
王
德
陳
餘
，
立
以
爲
代
王
。･

･
･

漢
二
年
，
東
擊
楚
，
使
使
告
趙
，
欲
與
倶
。
陳
餘
曰
『
漢
殺
張
耳
乃
從
。
』
於

是
漢
王
求
人
類
張
耳
者
斬
之
，
持
其
頭
遺
陳
餘
。
陳
餘
乃
遣
兵
助
漢
。
漢
之
敗

於
彭
城
西
，
陳
餘
亦
復
覺
張
耳
不
死
，
卽
背
漢
。
漢
三
年
，
韓
信
已
定
魏
地
，

遣
張
耳
與
韓
信
擊
破
趙
井
陘
，
斬
陳
餘
泜
水
上
。･

･
･

漢
立
張
耳
爲
趙
王
。
漢

五
年
，
張
耳
薨
。･

･
･

太
史
公
曰
張
耳
、
陳
餘
始
居
約
時
，
相
然
信
以
死
，
豈

顧
問
哉
。
及
據
國
争
權
，
卒
相
滅
亡
。
」

(
)

『
漢
書
』
王
貢
兩
龔
鮑
傳
「
王
吉
字
子
陽
，
琅
邪
皋
虞
人
也
。
少
好
學
明
經
，

10
以
郡
吏
舉
孝
廉
爲
郞
。･･

･

舉
賢
良
爲
昌
邑
中
尉
，･･

･

久
之
，
昭
帝
崩
，
亡
嗣
，

大
將
軍
霍
光
秉
政
，
遣
大
鴻
臚
宗
正
迎
昌
邑
王
。
吉
卽
奏
書
戒
王
。･

･
･

王
既

到
，
卽
位
二
十
餘
日
以
行
淫
亂
廢
。
昌
邑
羣
臣
坐
國
時
不
舉
奏
王
罪
過
，
令
漢

朝
不
聞
知
，
又
不
能
輔
道
，
陷
王
大
惡
，
皆
下
獄
誅
。
唯
吉
與
郞
中
令
龔
遂
以

忠
直
數
諫
正
得
減
死
，
髠
爲
城
旦
。
起
家
復
爲
益
州
刺
史
，
病
去
官
，
復
徵
爲
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博
士
諫
大
夫
。･

･
･

吉
與
貢
禹
爲
友
，
世
稱
『
王
陽
在
位
，
貢
公
彈
冠
』，
言
其

取
舍
同
也
。
元
帝
初
卽
位
，
遣
使
者
徵
貢
禹
與
吉
。
吉
年
老
，
道
病
卒
。
」
師

古
曰
「
彈
冠
者
，
且
入
仕
也
。
取
，
進
趣
也
。
舍
，
止
息
也
。
」
王
貢
兩
龔
鮑

傳
「
貢
禹
字
少
翁
，
琅
邪
人
也
。
以
明
經
潔
行
著
聞
，
徵
爲
博
士
，
涼
州
刺
史
，

病
去
官
。･

･
･

元
帝
初
卽
位
，
徵
禹
爲
諫
大
夫
。」
二
人
の
具
体
的
な
交
流
に
つ

い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
王
吉
の
こ
と
は
正
失
篇
に
も
見
え
る
。

(
)

蕭
育
は
蕭
望
之
の
子
。
『
漢
書
』
蕭
望
之
傳
「
育
爲
人
嚴
猛
尚
威
，
居
官

11數
免
，
稀
遷
。
少
與
陳
咸
、
朱
博
爲
友
，
著
聞
當
世
。
往
者
有
王
陽
、
貢
公
，

故
長
安
語
曰
『
蕭
、
朱
結
綬
，
王
、
貢
彈
冠
』
，
言
其
相
薦
達
也
。
始
育
與
陳

咸
倶
以
公
卿
子
顯
名
，
咸
最
先
進
，
年
十
八
爲
左
曹
，
二
十
餘
御
史
中
丞
。
時

朱
博
尚
爲
杜
陵
亭
長
，
爲
咸
、
育
所
攀
援
，
入
王
氏
。
後
遂
並
歷
刺
史
郡
守
相
，

及
爲
九
卿
，
而
博
先
至
將
軍
上
卿
，
歷
位
多
於
咸
、
育
，
遂
至
丞
相
。
育
與
博

後
有
隙
，
不
能
終
，
故
世
以
交
爲
難
。
」
薛
宣
朱
博
傳
「
朱
博
字
子
元
，
杜
陵

人
也
。
家
貧
，
少
時
給
事
縣
爲
亭
長
，
好
客
少
年
，
捕
搏
敢
行
。
稍
遷
爲
功
曹
，

伉
俠
好
交
，
隨
從
士
大
夫
，
不
避
風
雨
。
是
時
，
前
將
軍
望
之
子
蕭
育
、
御
史

大
夫
萬
年
子
陳
咸
以
公
卿
子
著
材
知
名
，
博
皆
友
之
矣
。」

(
)

『
孟
子
』
盡
心
上
「
孟
子
曰
『
有
事
君
人
者
，
事
是
君
，
則
爲
容
悦
者
也
。

12
有
安
社
稷
臣
者
，
以
安
社
稷
爲
悦
者
也
。
』
」

(
)

『
國
語
』
楚
語
下
「
合
其
嘉
好
，
結
其
親
暱
，
億
其
上
下
，
以
申
固
其
姓
。
」

13

韋
昭
注
「
合
、
結
，
謂
於
此
更
申
固
之
。
億
，
安
也
。」

(
)

『
史
記
』
衞
將
軍
驃
騎
列
傳
「
大
將
軍
衞
青
者
，
平
陽
人
也
。･

･
･

元
朔
元

14
年
（
前
一
二
八
）
春
，
衞
夫
人
有
男
，
立
爲
皇
后
。
其
秋
，
青
爲
車
騎
將
軍
，

出
雁
門
，
三
萬
騎
擊
匈
奴
，
斬
首
虜
數
千
人
。
明
年
，･

･
･

以
三
千
八
百
戸
封

青
爲
長
平
侯
。･

･
･

是
歳
（
元
朔
六
年
）
也
，
大
將
軍
姊
子
霍
去
病
年
十
八
，

幸
，
爲
天
子
侍
中
。
善
騎
射
，
再
從
大
將
軍
，･

･
･

斬
捕
首
虜
過
當
。
於
是
天

子
曰
『･

･
･

以
千
六
百
戸
封
去
病
爲
冠
軍
侯｡

』･
･
･

元
狩
四
年
（
前
一
一
九
）

春
，
上
令
大
將
軍
衞
青
、
驃
騎
將
軍
去
病
將
各
五
萬
騎
，
歩
兵
轉
者
踵
軍
數
十

萬
，
而
敢
力
戰
深
入
之
士
皆
屬
驃
騎
。･

･
･

兩
軍
之
出
塞
，
塞
閲
官
及
私
馬
凡

十
四
萬
匹
，
而
復
入
塞
者
不
滿
三
滿
匹
。
乃
益
置
大
司
馬
位
，
大
將
軍
、
驃
騎

將
軍
皆
爲
大
司
馬
。
定
令
，
令
驃
騎
將
軍
秩
祿
與
大
將
軍
等
。
自
是
之
後
，
大

將
軍
青
日
退
，
而
驃
騎
日
益
貴
。
舉
大
將
軍
故
人
門
下
多
去
事
驃
騎
，
輒
得
官

爵
，
唯
任
安
不
肯
。」

(
)

『
史
記
』
魏
其
武
安
侯
列
傳
「
魏
其
侯
竇
嬰
者
，
孝
文
后
從
兄
子
也
。･

･
･

15
孝
景
三
年
，
呉
楚
反
，
上
察
宗
室
諸
竇
毋
如
竇
嬰
賢
，
乃
召
嬰
。･

･
･

乃
拜
嬰

爲
大
將
軍
，
賜
金
千
斤
。･

･
･

竇
嬰
守
滎
陽
，
監
齊
趙
兵
。
七
國
兵
已
盡
破
，

封
嬰
爲
魏
其
侯
。
諸
游
士
賓
客
争
歸
魏
其
侯
。･

･
･

武
安
侯
田
蚡
者
，
孝
景
后

同
母
弟
也
，
生
長
陵
。
魏
其
已
爲
大
將
軍
後
，
方
盛
，
蚡
爲
諸
郞
，
未
貴
，
往

來
侍
酒
魏
其
，
跪
起
如
子
姓
。
及
孝
景
晩
節
，
蚡
益
貴
幸
，
爲
太
中
大
夫
。･

･
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･
蚡
、
弟
田
勝
，
皆
以
太
后
弟
，
孝
景
後
三
年
，
封
蚡
爲
武
安
侯
，
勝
爲
周
陽

侯
。
武
安
侯
新
欲
用
事
爲
相
，
卑
下
賓
客
，
進
名
士
家
居
者
貴
之
，
欲
以
傾
魏

其
諸
將
相
。･

･
･

武
安
侯
雖
不
任
職
，
以
王
太
后
故
，
親
幸
，
數
言
事
多
效
，

天
下
吏
士
趨
勢
利
者
，
皆
去
魏
其
歸
武
安
。
武
安
日
益
横
。
」『
史
記
』
に
は
魏

其
侯
と
武
安
侯
の
諍
い
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。

(
)

『
史
記
』
汲
鄭
列
傳
「
汲
黯
字
長
孺
，
濮
陽
人
也
。･

･
･

孝
景
帝
崩
，
太
子

16
卽
位
，
黯
爲
謁
者
。･

･
･

遷
爲
東
海
太
守
。
黯
學
黄
老
之
言
，
治
官
理
民
，
好

清
静
，
擇
丞
史
而
任
之
。･

･
･

歳
餘
，
東
海
大
治
。
稱
之
。
上
聞
，
召
以
主
爵

都
尉
，
列
於
九
卿
。･･

･

亦
以
數
直
諫
，
不
得
久
居
位
。･･

･

鄭
當
時
者
，
字
莊
，

陳
人
也
。･

･
･

莊
好
黄
老
之
言
，
其
慕
長
者
如
恐
不
見
。
年
少
官
薄
，
然
其
游

知
交
皆
其
大
父
行
，
天
下
有
名
之
士
也
。
武
帝
立
，
莊
稍
遷
爲
魯
中
尉
、
濟
南

太
守
、
江
都
相
，
至
九
卿
爲
右
内
史
。･

･
･

鄭
莊
、
汲
黯
始
列
爲
九
卿
，
廉
，

内
行
脩
絜
。
此
兩
人
中
廢
，
家
貧
，
賓
客
益
落
。
及
居
郡
，
卒
後
家
無
餘
貲
材
。
」

(
)

汲
鄭
列
傳
「
太
史
公
曰
夫
以
汲
、
鄭
之
賢
，
有
勢
則
賓
客
十
倍
，
無
勢
則

17否
，
況
衆
人
乎
。
下
邽
翟
公
有
言
，
始
翟
公
爲
廷
尉
，
賓
客
闐
門
。
及
廢
，
門

外
可
設
雀
羅
。
翟
公
復
爲
廷
尉
，
賓
客
欲
往
，
翟
公
乃
大
署
其
門
曰
『
一
死
一

生
，
乃
知
交
情
。
一
貧
一
富
，
乃
知
交
態
。
一
貴
一
賤
，
交
情
乃
見
。
』
汲
、

鄭
亦
云
，
悲
夫
。
」『
潛
夫
論
』
交
際
「
昔
魏
其
之
客
，
流
於
武
安
。
長
平
之
吏
，

移
於
冠
軍
。
廉
頗
、
翟
公
，
載
盈
載
虛
。
夫
以
四
君
之
賢
，
藉
舊
貴
之
夙
恩
，

客
猶
若
此
，
則
又
況
乎
生
貧
賤
者
哉
。
」

(
)

『
論
語
』
公
冶
長
「
子
曰
『
伯
夷
叔
齊
，
不
念
舊
惡
，
怨
是
用
希
。
』」

18

(
)

『
漢
書
』
平
帝
紀
「
元
始
元
年
，
六
月･

･･

封
周
公
後
公
孫
相
如
爲
襃
魯
侯
，

19
孔
子
後
孔
均
爲
襃
成
侯
，
奉
其
祀
。
追
諡
孔
子
曰
襃
成
宣
尼
公
。
」

(
)

『
孟
子
』
盡
心
上
「
古
之
人
得
志
，
澤
加
於
民
。
不
得
志
，
脩
身
見
於
世
。

20
窮
則
獨
善
其
身
，
達
則
兼
善
天
下
。」

(
)

『
韓
非
子
』
喩
老
「
子
夏
見
曾
子
，
曾
子
曰
『
何
肥
也
。
』
對
曰
『
戰
勝
故

21
肥
也
。』
曾
子
曰
『
何
謂
也
。』
子
夏
曰
『
吾
入
見
先
王
之
義
則
榮
之
，
出
見
富

貴
之
樂
又
榮
之
，
兩
者
戰
於
胸
中
，
未
知
勝
負
，
故
臞
。
今
先
王
之
義
勝
，
故

肥
。
』
」『
淮
南
子
』
原
道
訓
「
吾
所
謂
樂
者
，
人
得
其
得
者
也
。
夫
得
其
得
者
，

不
以
奢
爲
樂
，
不
以
廉
爲
悲
，
與
陰
倶
閉
，
與
陽
倶
開
。
故
子
夏
心
戰
而
臞
，

得
道
而
肥
。
」(

)

『
春
秋
左
氏
傳
』
隱
公
元
年
「
大
隧
之
中
，
其
樂
也
融
融
。
」

22

杜
注
「
融
融
，
和
樂
也
。
」

〔
訳
〕

謹
ん
で
考
察
い
た
し
ま
す
。『
尚
書
』
盤
庚
に
「
人
は
旧
友
を
頼
り
に

す
る
も
の
だ
」
と
あ
り
、
『
詩
経
』
小
雅
常
棣
の
詩
に
「
（
平
和
な
時
に

は
）
兄
弟
が
い
て
も
、
友
人
に
勝
る
も
の
は
な
い
」
い
う
。『
論
語
』
憲

問
に
「
若
い
頃
に
し
た
古
い
約
束
の
言
葉
を
忘
れ
な
い
（
な
ら
ば
成
人

と
い
え
る
）
」
と
あ
り
、
『
周
礼
』
天
官
大
宰
に
、
九
両
に
つ
い
て
「
二
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人
組
で
鋤
を
操
り
田
を
耕
す
そ
の
相
手
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民

は
治
ま
る
」
と
い
う
。
そ
れ
で
晋
の
范
武
子
随
会
は
、
先
蔑
が
秦
に
逃

亡
し
た
と
き
自
分
も
一
緒
に
逃
げ
、
斉
の
鮑
叔
は
、
管
仲
が
自
分
を
欺

く
こ
と
が
あ
っ
て
も
彼
の
徳
を
評
価
し
、
桓
公
に
彼
を
強
く
推
薦
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
友
人
を
尊
重
す
る
行
い
は
徐
々
に
減
り
、
い
よ

い
よ
廃
れ
軽
視
さ
れ
る
に
及
ん
だ
。
小
雅
「
伐
木
」
の
詩
は
、
幽
谷
か

ら
飛
ん
で
喬
木
に
止
ま
っ
た
鳥
は
鳴
い
て
仲
間
の
鳥
を
呼
ぶ
の
に
、
出

世
し
た
友
は
自
分
を
助
け
て
く
れ
な
い
こ
と
を
刺
り
、「
谷
風
」
の
詩
は
、

利
に
走
っ
て
自
分
を
捨
て
た
友
を
恨
ん
だ
。
陳
余
と
張
耳
は
手
を
携
え

て
秦
か
ら
逃
れ
、
刎
頸
の
交
わ
り
を
誓
い
、
そ
の
仲
は
父
子
の
よ
う
だ

っ
た
の
に
、
秦
を
破
っ
た
後
は
仲
違
い
を
し
、
お
の
お
の
国
を
持
っ
て

権
力
を
争
い
、
そ
の
様
子
は
山
犬
や
狼
の
よ
う
だ
っ
た
。
漢
の
世
に
な

っ
て
「
王
吉
と
貢
禹
は
互
い
に
相
手
の
冠
を
弾
い
て
埃
を
払
い
、
助
け

合
っ
て
共
に
出
仕
し
、
蕭
育
と
朱
博
は
印
綬
を
結
び
あ
っ
て
出
世
す
る
」

と
称
さ
れ
た
が
、
朱
博
と
蕭
育
の
間
に
最
後
に
な
っ
て
隙
間
が
で
き
る

と
、
世
間
で
は
、
交
友
は
難
し
い
も
の
よ
と
噂
し
た
。
ま
し
て
や
表
面

上
だ
け
仲
良
く
し
て
仲
間
同
士
結
束
し
て
利
を
求
め
る
者
た
ち
な
ど
知

れ
て
い
る
。
故
に
勢
い
が
衰
え
た
長
平
侯
大
将
軍
衛
青
の
門
人
賓
客
は
、

日
に
日
に
高
貴
に
な
っ
て
い
く
冠
軍
侯
驃
騎
将
軍
霍
去
病
の
も
と
に
次

々
に
遷
っ
て
い
っ
た
し
、
文
帝
竇
皇
后
の
親
族
の
竇
嬰
が
魏
其
侯
に
封

ぜ
ら
れ
る
と
游
士
賓
客
た
ち
は
争
っ
て
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
た
が
、
武

帝
の
母
、
王
太
后
の
弟
田
蚡
が
武
安
侯
に
な
り
信
任
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
魏
其
侯
の
も
と
を
去
っ
て
武
安
侯
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
。
鄭
当
時
と
汲
黯
も
（
と
も
に
武
帝
の
時
九
卿
に
列
な
っ
た
が
途
中

で
廃
さ
れ
る
と
い
う
）
同
様
の
変
転
を
味
わ
っ
た
。
翟
公
と
い
う
人
物

は
、（
廷
尉
に
出
世
し
た
と
き
賓
客
が
門
前
に
押
し
寄
せ
、
免
職
に
な
っ

た
と
た
ん
閑
古
鳥
が
鳴
き
、
廷
尉
に
復
帰
す
る
と
ま
た
押
し
寄
せ
よ
う

に
な
っ
た
の
で
）
こ
の
よ
う
な
薄
情
な
人
情
を
憎
み
、
門
前
に
「
一
死

一
生
し
て
乃
ち
交
情
を
知
り
、
一
貴
一
賤
し
て
交
情
乃
ち
現
る
（
生
死

の
境
を
経
験
し
て
初
め
て
真
の
交
情
が
分
か
り
、
貴
賤
を
両
方
経
験
し

て
や
っ
と
交
情
の
真
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
）
」
と
書
き
付
け
た
。
昔
か

ら
こ
の
よ
う
な
背
信
に
苦
し
ん
だ
人
は
多
く
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
韓
信
は
自
分
に
股
く
ぐ
り
を
さ
せ
た
人
を
官
に
取
り
た
て
て

厚
遇
し
た
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
漢
安
国
は
、

か
つ
て
獄
中
の
自
分
を
悪
罵
し
た
獄
吏
の
過
ち
を
許
し
た
が
、
礼
に
か

な
っ
た
公
平
な
扱
い
で
あ
る
。
一
方
、
大
将
軍
李
広
は
庶
人
に
身
を
落

と
し
て
い
た
と
き
に
霸
陵
の
尉
に
夜
歩
き
を
止
め
ら
れ
た
こ
と
を
根
に

持
ち
、
復
帰
す
る
と
す
ぐ
将
軍
の
職
権
に
よ
っ
て
尉
を
殺
し
て
恨
み
を
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は
ら
し
た
が
、
そ
れ
は
義
理
に
合
わ
な
い
行
い
で
あ
る
。
孔
子
か
ら
陳

蕃
ま
で
、
こ
の
篇
に
取
り
上
げ
た
人
物
は
み
な
一
時
は
下
降
し
た
が
ま

た
上
昇
し
、
天
下
を
善
に
導
い
た
。
た
だ
虞
卿
だ
け
は
強
秦
に
圧
迫
さ

れ
て
用
い
て
く
れ
る
国
が
な
く
、
自
分
の
身
だ
け
を
修
め
正
し
く
し
た

が
、『
虞
氏
春
秋
』
を
著
述
し
て
後
世
に
教
訓
を
遺
し
た
。
昔
子
夏
は
、

先
王
の
道
と
富
貴
の
楽
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
心
に
戦
っ
て
い
た
と
き
は
、

悩
み
の
た
め
に
や
せ
細
り
、
道
が
勝
つ
と
心
が
安
ま
り
肥
え
た
と
い
う
。

必
ず
し
も
高
位
豊
爵
が
安
楽
な
道
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。


